志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領
（目的）

第１条　この要領は、志布志市衛生自治会に加入している各単位衛生自治会（以下「各単位自治会」という。）内の道路沿いなどに花、樹木等を植え又は花プランター等を設置することにより、ポイ捨ての防止を図り、もって環境美化を行おうとする事業に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（交付の対象）

第２条　補助金の交付の対象は、次に掲げる要件を備えているものであること。

⑴　各単位自治会内の道路沿いなどに花、樹木等を植え又は花プランター等を設置することによりポイ捨ての防止を図り、もって環境美化を行おうとする事業であること。

⑵　志布志市衛生自治会に加入している各単位自治会等であること。

⑶　営利を目的としないこと。
（補助金の交付及び額）

第３条　補助金は、事業申請に基づき、各単位自治会の実施する１万円以上の事業に対し１万円を交付する。ただし、事業費が１万円未満の場合は、実費とし1000円未満の端数を切り捨てた額とする。
（補助金の申請）

第４条　補助金の交付を受けようとする者は、地域環境美化運動実施申請書（別記第１号様式）を、志布志市衛生自治会長（以下「会長」という。）に実施２週間前までに申請しなければならない。

２　会長は、前項の申請があった場合は審査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金交付決定通知を行うものとする。

（補助金の交付）

第５条　事業を実施した者は、地域環境美化運動実施報告書（別記第２号様式）を実施後30日以内に会長に提出し、補助金の交付を受けるものとする。

（補助金の取消し等）

第６条　会長は、補助金を交付する旨の通知又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の取消し又は補助金を返還させることができる。

（１）　提出書類の虚偽記載をしたとき

（２）　その他の不正な行為があったとき

　　　附　則

　この要領は、平成21年5月8日から施行する。

　　　附　則

　この要領は、平成22年7月14日から施行する。
　　　附　則

　この要領は、平成22年11月22日から施行する。
　　　附　則

この要領は、平成29年5月25日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別記第１号様式

地域環境美化運動実施申請書

令和　　年　　月　　日

志布志市衛生自治会長　殿

　志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領第４条の規定に基づき、地域環境美化運動補助金を申請します。
	１　単位衛生自治会名
	

	２　代表者
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	３　住所・電話番号
	

	４　予算額
	

	５　事業計画
	


＊この申請書は、実施２週間前までに提出してください。また、予算の額につきましては、交付対象となる補助金額以上の額でなければなりません。
別記第２号様式

地域環境美化運動実施報告書

令和　　年　　月　　日

志布志市衛生自治会長　殿

　志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領第５条の規定に基づき、地域環境美化運動実績報告書を提出します。
	１　単位衛生自治会名
	

	２　代表者
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

	３　住所・電話番号
	

	４　決算額
	

	５　事業実績
添付書類
・実績写真

・領収書
	


· この報告書は、実施後３０日以内に提出してください。
令和　年　月　日
　　

　　                          様

志布志市衛生自治会
会長　川崎　幸夫
印
地域環境美化運動補助金交付決定通知書

補助金等交付決定通知書平成 年 月 日付けで申請のあった補助金等の交付については、次のとおり決定したので、志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領第4条の規定により通知します。
	１　交　付　年　度
	令和　　年度

	２　単位衛生自治会名
	

	３　補助金等の交付決定額
	１０，０００円

	４　交　付　条　件
	(１)　この補助金等は、志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領に基づくもので、この目的以外に使用してはなりません。
(２)　事業に着手した場合において、会長の指示があったときは、直ちに志布志市衛生自治会地域美化運動実施報告書を提出してください。

(３)　次のアからウまでのいずれかに該当するときは、直ちに会長の承認又は指示を受けなければなりません。

ア　内容を変更するとき（会長が認める軽微な変更の場合を除く。）

イ　中止し、又は廃止するとき。

ウ　予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。

(４)　補助事業が完了したときは、速やかに志布志市衛生自治会地域美化運動実施報告書を提出してください。

(５)　会長が必要があると認めるときは、当該事務局職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査をします。

(６)　志布志市衛生自治会監事から要求があるときは、いつでも監査を受けなければなりません。

(７)　志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金等の返還を求めます。


平成29年5月31日

本村衛生自治会
会長　本　村　浩　文  様

志布志市衛生自治会
会長　松木　健二
印
地域環境美化運動補助金交付決定通知書

補助金等交付決定通知書平成29年5月30日付けで申請のあった補助金等の交付については、次のとおり決定したので、志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領第4条の規定により通知します。

	１　交　付　年　度
	平成29年度

	２　単位衛生自治会名
	本村衛生自治会

	３　補助金等の交付決定額
	１０，０００円

	４　交　付　条　件
	(１)　この補助金等は、志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領に基づくもので、この目的以外に使用してはなりません。
(２)　事業に着手した場合において、会長の指示があったときは、直ちに志布志市衛生自治会地域美化運動実施報告書を提出してください。

(３)　次のアからウまでのいずれかに該当するときは、直ちに会長の承認又は指示を受けなければなりません。

ア　内容を変更するとき（会長が認める軽微な変更の場合を除く。）

イ　中止し、又は廃止するとき。

ウ　予定の期限内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったとき。

(４)　補助事業が完了したときは、速やかに志布志市衛生自治会地域美化運動実施報告書を提出してください。

(５)　会長が必要があると認めるときは、当該事務局職員に書類等の検査をさせ、又は補助事業の執行状況について実地検査をします。

(６)　志布志市衛生自治会監事から要求があるときは、いつでも監査を受けなければなりません。

(７)　志布志市衛生自治会地域環境美化運動補助金交付要領の規定に違反した場合は、交付の決定を取り消し、補助金等の返還を求めます。


